
 

 
     
     第 1分科会＜研究課題 自主性・自律性を確立し、新しい時代を創る学校経営と校長の在り方＞ 
 

           研究発表：  チェンジ･チャンス･チャレンジ 

                 － 豊かな心を育み、未来に向けてたくましく生きる子どもの育成 － 
 
                                              大阪府 大阪市立依羅小学校  富 田 幸 一 

 
        Ⅰ  趣   旨 
 
 
 子どもの個性を伸ばし 、豊かな心を育むためには、学校

が学校の責任において特色ある教育 ・ 特色ある学校づ く り

を進めなければならない 。 また 、学校が家庭 ・ 地域の要請

に応じ 、地域住民の意向を把握した地域の教育機関と して

機能するためにも各学校の自主性 ・ 自律性を確立する教育

の推進が重要である 。  
 これらのこ とを踏まえ 、学校経営の責任者である校長は、

教育活動全般において自然 ・ 社会 ・ 生活体験等あらゆる機

会において創意工夫し 、社会の変化を見通しつつ 、柔軟な

対応ができ 、主体的、創造的に生きてい く子どもの育成を

めざした学校づ く り を進めなければならない 。  
 
        
       Ⅱ  研  究  の  概  要 
 
1  信頼に応える学校経営  
 従前の鍋蓋の運営組織を見直し 、学校教育を推進する要

となる組織の確立を通して 、開かれた学校づ く り をめざす

と と もに 、教職員の参加参画意識を醸成し 、校長の経営ビ

ジ ョ ンに沿って 、主体的に考え行動できる教職員を育成す

る 。  
 (1) 教育サポ－ト委員会 
   ①  学校全体と して対応すべき問題や緊急に対応し    
    なければならない事象の学校の窓口となり 、関係 
    学年 ・ 組織等と連携しながら解決に向けた取り組 
    みを進める 。  
   ②  依羅小学校の教育を長期的に見据え 、教育内容 
    や教育課題の整理を行う と と もに 、 その方向性に 
    ついての原案を検討する 。  
   ③  開かれた学校づ く りに向けて 、学校協議会の窓 
    口と しての機能を果たす。  
 (2) チャイルド ラインよさみ 
   ①  子どもの 「 安心 」 への支援について協議し 、不 
    登校 ・ 児童虐待等の早期発見 ・ 早期対応に努める 。  

     ②  教育関係諸機関との連携や個人情報の管理方法 
    について原案を作成する 。  
   ③  必要に応じて教育関係諸機関の会議に参加する 。  
 
  (3)  人権教育推進委員会 
   ①  差別事象等、教育内容に関わる課題や問題が生 
    じたと きの対応について協議する 。    
   ②  教育推進 ・ 教育改革に関わる論議をする 。  
   ③  人権教育に関する校内研修を企画 ・ 運営すると  
    と もに校外研修会の案内、参加者集約をする 。  
   ④  対外発表レポ－ト検討会を企画 ・ 運営する 。  
   ⑤  「 よ さみの子 」 ( 自己評価カ－ド ) を企画 ・ 作 
    成する 。  
   ⑥  中間評価、 「 しんだん 」 のまとめ、最終評価を  
    企画 ・ 運営し 、学力保障に関する資料の収集 ・ 整 
    理 ・ 管理を行う 。  
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2  開かれた学校経営 
  大阪市教育改革懇話会提言 ( 平成 12 年 2月 ) の中で 
 「 学校は教育活動や教育方針について多 くの機会を見つ   
 けて保護者や地域住民に積極的に情報を発信し 、十分に        
 説明してい く こ とが必要である 」 と示された 。 また 、  
  大阪市教育改革の基本方向 ( 平成 12 年 8月 ) では、  
 「 家庭や地域の信頼に応え 、連携を深めるために 、教育  
 目標や教育内容、教育活動、 また 、 その成果など学校運 
 営に関わる内容を積極的に情報提供すると と もに 、保護 
 者や地域住民の意向を把握するよ うに努める 」 という こ  
 とが明記されている 。   
 (1) 学校を開 く  
   ①  教育内容の説明会の開催 
     年度当初に 「 よ さみの教育 」 を配布し 、 Ｐ Ｔ Ａ  
    総会で説明会を開催する 。  
   ②  フ リ－参観の実施 
     午前中 4時間すべて参観できる日を設定し 、休 
    み時間も含めて子どもたちの普段の様子を見る機  

会をつ く る 。  
   ③  行事への参加 
     学校や学年の取り組みを知らせ、人権総合学習 
    などへの参加も呼びかけたり 、参観以外でも発表   
    会などを見る機会をつ く ったりする 。  
  (2)  保護者の学習活動への参加 ・ 参画 
   ①  よさみお話配達 
     絵本の読み聞かせをする 。  
   ②  まち探検の付き添い 
     校区内の諸施設を知り 、様々な人との出会いの 
    場をつ く る 。  
   ③  在日外国人保護者による様々な国の紹介 
     それぞれの国の遊びや言葉、文化を学び、簡単 
    な挨拶をする 。  
  (3) 地域との連携 
   ①  近隣の保育所 ・ 小学校 ・ 中学校との交流 
     遊び 、 スポ－ツ活動、児童会活動の紹介をする 。    
     小中連絡会、 3校相互参観、出前授業を行う 。  
   ②  地域老人会との交流 
     昔遊びやニュ－スポ－ツを通してふれあう 。  
   ③  AOTS （ 海外技術者関西研修センタ－ ） 研修生 
    との交流。  
     アジア各国の研修生を迎えて 、遊びを通して交 
    流する 。  
   ④  住吉区東部人権 ・ 同和教育推進協議会 「 平和と  
    人権の集い 」 に参加し 、広島修学旅行で学んだこ  
    と を発表する 。  
     ピ－スワ－ルドの取り組みを進める 。  
  (4) ゲス ト テ ィ－チャ－による学習 
   ①  米作りの見学 ・ 講話 

     校区内に唯一残っている田で米作りの様子を見 
    て 、苦労や工夫を知る 。  
   ②  環境事業局の方の作業体験 
     ごみ処理の苦労や工夫を体験して知る 。  
   ③  民族講師による講話 
     韓国 ・ 朝鮮の文化について聞 く機会を持つ 。   
  (5) 学校協議会の立ち上げ 
    大阪市教育改革プログラム ( 平成 14 年 2月 ) の 
   中で小学校区教育協議会ーはぐ くみネッ トーが平成 
   １ ４年度からスタ－ト した 。  
   ①  学校教育支援  
    ア  地域の教育資源を学校に柔軟に導入 ・ 活用す 
     るための情報収集と提供。  
    イ  保護者や地域住民の意向を把握し 、学校運営 
     に反映させるこ とによ り 、学校改善の支援。  
    ウ  学校に対する理解と信頼を得るため、学校運 
     営の透明性を高め、学校の説明責任を果たすた 
     めの支援。  
    エ  開かれた学校づ く りのための 「 公開授業 」 や 
     「 参観ウ ィ－ク 」 等の実施。  
    オ  学校内、校区内の子どもたちの安全確保の取 
     り組み。  
   ②  地域教育コ ミ ュニテ ィづ く り  
    ア  地域の教育コ ミ ュニテ ィづ く りに向けた意識 
     啓発 ( 情報誌の発行 ) 。  
    イ  家庭教育 ・ 子育てに関する相談機関や学習会 
     等についての情報、週末や夏休み等に子どもた 
     が活動できる機会や場の情報提供。  
    ウ  地域の関係諸機関や団体等との連携、ネッ ト  
     ワ－ク形成。  
    エ  子育てや進路など子どもの成長に関する相談 
     機能。  
   ③  連絡調整機能 
    ア  学校 ・ 家庭 ・ 地域の相互の連絡調整 
    イ  学校施設を活用している 「 児童いきいき放課 
     後事業 」 「 生涯学習ル－ム事業 」 「 学校体育施 
     設活用事業 」 を効率的 ・ 有機的に実施するため 
     のコ－デ ィ ネ－ト 。  
  本校においても平成 15 年度にーはぐ くみネッ トーを  
 活用した学校協議会を立ち上げ、学校課題の解決に向け 
 た取り組みを展開している 。  
   ①  基本的な生活習慣を身につけさせるための 「 お 
    はよ う隊 」 を結成し 、校区内の各地域で毎週月曜 
    日 ( 地域によって火曜日 ) に活動している 。  
   ②  住吉区東部同推協８校Ｐ Ｔ Ａ会長会の合同安全 
    パ ト ロ－ルを実施している 。  
   ③  「 安全パト ロ－ル表示板 」 全家庭に配布して 、  
    自転車の前後のかごに貼り付ける 。  



   ④  Ｐ Ｔ Ａの腕章を全家庭に配布し 、登下校時や来 
    校の際に持参する 。  
   ⑤  様々な行事の後にアンケ－ト調査を実施し 、保 
    護者の意向を把握する 。  
   ⑥  学校公開を通して 、外部からの評価を得る 。  
   ⑦  子どもの意識調査を実施し 、授業改善に努める 。  
3  教育委員会の支援事業を活用した学校経営 
  未来に向けてた く まし く生きる 「 なにわっ子 」 の育成 
 をめざして 、大阪市教育委員会が教育改革関連事業と し  
 て 、新教育課程に伴う学習支援事業を平成 12 年度より  
 実施している 。 それを活用した取り組みを展開している 。  
 (1)  出会い ・ ふれあい２ １事業 
   「 体験的な学習 」 を通じて 、子どもに思いやりのあ 
  る健やかで豊かな心を育てると と もに 、体験活動の過 
  程で 、地域住民をはじめとする多 くの人々とふれあう  
  こ とによ り 、地域の一員と しての自覚と社会参加への 
  意識を高める等、人間尊重の教育のより一層の推進を  
  図る 。  
   ①  体験学習推進事業 
    ア  校区内にある特別養護老人ホ－ムとの交流 
    イ  Ａ Ｏ Ｔ Ｓ との交流 
    ウ  地域の方々との交流 
   ②  大阪市学校支援人材バンク活用事業 
    ア  よ さみお話配達 
    イ  なにわの伝統野菜 
 (2) 個性輝 く学校づ く り推進事業   
   教職員の指導力向上を図り 、子ども一人一人の個性 
  が伸長し 、特色ある校園づ く り を図る研究を行う 。  
  ①  教科研究 （ 国語科 ） の１年研究校と して 、研究主 
   題 「 子どもが主体的に学び、生き生き と活動し 、生 
   きる力を育む学びの創造 」 を設定する 。サブタ イ ト  
   ルを～理解力を高めるための読みの指導法の研究～     
   と して全学年の授業研究会を実施した 。学外からの 
   指導講師に多数来ていただき指導 ・ 助言を受ける 。  
  ②  算数科における学力保障の取り組み 
   ア  基礎的 ・ 基本的な内容の定着を目指した 「 ぐん 
    ぐん 」 タ イムの取り組み。  
   イ  少人数指導 ・ 分割学習 ・ 習熟度別の学習等の学 
    習形態の工夫。   
 (3) レ ッツゴープラン事業 
   「 大阪ら し さ 」 を生かした教育を推進するための支 
  援事業と して 、大阪の様々な施設や史跡、地域の文化 
  財等を学校教育に生かし 、子どもたちに豊かな人間性 
  と 「 郷土おおさか 」 を愛する心を育てるこ とを目指す。  
   ①  市営交通機関の一日乗車券の交付を受け 、施設 
   や史跡に行き学習する 。   
    いきいき地球館、咲 くやこの花館、中央図書館、  
    ピ－スおおさか、 リバテ ィおおさか、大阪歴史博 

    物館等に社会見学と して行っている 。  
 (4) 学校支援ボランテ ィ ア事業 
   学校が必要とする一定期間、大学生が学校の教育活 
  動に参加するこ とによって教育の厳し さや喜びを体験 
  し 、教育活動に携わる者、教職をめざす者と して自覚 
  を高めると と もに大学生と幼児 ・ 児童 ・ 生徒とのふれ 
  あいを通して 、活力ある学校づ く りの一層の推進を図 
  る 。  
   ①  本校区内に大阪市立大学があり 、学習補助と し  
    て 、 「 ぐんぐんタ イム 」 の基礎学力の定着を図る  
    朝の帯タ イムに関わる 。  
   ②  障害のある児童への介護補助に関わる 。  
 (5) Ａ Ｌ Ｔ を活用した英語教育 
   英語を母語とする外国青年 （ ネイテ ィ ブ ・ スピ－カ  
  － ） を派遣し 、英語による簡単な会話等体験的な学習 
  活動をできる機会を設け 、英語に親しむ。  
   英語でわ くわ く １ 、 ２ 、 ３事業 
   全小学校６年生を対象した体験的な学習 
   ①  ３年～６年生の総合的な学習の時間を活用して 
    英語に慣れ、親しむ。  
   ②  学習の打ち合わせを通して 、教職員が英語にふ 
    れる機会を持つ 。  
４  大阪府 ・ 大阪市校長会の調査研究に学ぶ学校経営  
  中央教育審議会答申 「 今後の地方教育行政の在り方 」  
 （ 平成１ ０年 ） において 、 「 学校の自主性 ・ 自立性の確 
 立 」 を進めるための重要な観点と して 、 「 各学校におい 
 ては、教育目標や教育計画等を年度当初に保護者や地域 
 住民に説明すると と もに 、 その達成状況等に関わる自己 
 評価を実施し 、保護者や地域住民に説明するこ と 。 また 
 自己評価が適切に行われるよ う 、 その方法等について研 
 究を進めるこ と 」 の提言を受けて 、全小学校の 「 学校経 
 営 」 および 「 児童の学習活動 」 に関する 「 自己点検 ・ 自 
 己評価 」 の調査研究を実施した 。  
 (1) 調査対象 
   大阪府 ・ 大阪市に在職する全小学校長  
   大阪府７ ３ ３名  大阪市２ ９ ９名  計１ ０ ３ ２名 
 (2) 調査期間 
   平成１ ５年８月～１ ０月 
 (3) 調査方法 
   質問用紙による選択肢法並びに記述による調査 
 (4) 調査内容 
  ①  学校経営に関する自己点検 ・ 自己評価 
   ア  教育目標 ・ 経営方針 ・ 指導計画に関する評価 
   イ  校務分掌に関する評価 
   ウ  教職員の育成に関する評価 
   エ  学校施設 ・ 設備に関する評価 
   オ  安全管理 ・ 危機管理に関する評価 
   カ  生活指導に関する評価 



   キ  地域との連携に関する評価 
  ②  児童の学習活動に関する自己点検 ・ 自己評価 
   ア  基礎 ・ 基本の定着に関する評価 
   イ  児童の個性に応じた指導に関する評価 
   ウ  指導方法や指導体制に関する評価 
   エ  学習や学校生活状況の保護者通知に関する評価 
 (5) 調査のまとめ 
   ①のアについて 、 「 教育目標の設定や周知等に対す 
  る評価 」 は、 「 児童の実態に即した 」 という回答が圧 
  倒的に多 く ６ ８ ． ２％であった 。 また 、文章回答では 
  「 教育目標は誰にでも分かりやす く 、 インパク トのあ 
  る ものに 」 や 「 各学年 ・ 各教科や領域との関連 」 等が 
  挙げられた 。  
   ①のイについて 、 「 校務分掌の分担 ・ 配置に対する  
  評価 」 は、 「 責任範囲の明確化と協働体制 」 が７ ２ ．  
  ５％と圧倒的に多 く 、 「 内容に応じた適切な人員配置 
  と公平感 」 が３ ９ ． ３％であった 。  
   ①のウについて 、 「 教職員の日常的な研修 ・ 研究活 
  動に対する評価 」 は、 「 目標をたて 、日々の学習活動 
  を通じて達成を図る 」 が７ ２ ． ８％で 、文章回答が多 
  く 、 「 評価 ・ 育成システム 」 との関連が伺われる 。  
   ①のエについて 、 「 施設改善の評価 」 は、 「 優先順 
  位をつけ 、計画的に取り組む 」 が７ ０ ． ５％で 、文章 
  回答では、 「 教職員への現状周知 」 「 安全点検が命に 
  関わるこ と 」 の意見が多かった 。  
   ①のオについて 、 「 安全管理 」 では、 「 校内安全管 
  理体制の確立と機能 」 が７ １ ． ２％と多 く 、 「 危機管 
  理 」 では、 「 危機管理マニュアルの整備と機能 」 が多 
  かった 。  
   ①のカについて 、 「 互いに認め合う集団の育成 」 で 
  は 、 「 人権尊重の精神を基盤と した教育活動 」 と 「 こ  
  の観点をも った学級経営 」 が６ ０ ． ４％、 ５ ５ ． ５％ 
  と多かった 。 また 、文章回答では、 「 関係機関との連 
  携 」 や 「 保護者との協力 ・ 協働体制の確立 」 の意見が 
  多かった 。  
   ①のキについて 、 「 地域への学校公開 ・ 情報発信 」  
  では、 「 学校だよりやお知らせ等での取り組みや行事 
  予定の発信 」 が７ ６ ． １％と最も多い 。 また 、 「 地域 
  の素材 ・ 人材の活用 」 では、 「 ゲス ト テ ィ－チャ－と  
  し ての人材活用が７ ５ ． ８％と多い 。文章回答は多 く  
  はないが、 「 地域教育協議会 」 や 「 家庭支援 」 等の取 
  り組みについては考えなければならない 。  
   ②のアについて 、 「 基礎 ・ 基本の定着を図るための 
  指導方法 」 では、 「 児童の発達段階、興味 ・ 関心を大 
  切にした多様な学習形態 」 と 「 個別学習、繰り返し学 
  習 、補充学習等 」 が他と比較して多かった 。  
   ②のイについて 、 「 個性に応じた指導方法 」 では、  
  「 課題別学習や問題解決型の学習形態 」 が６ ７ ． ８％ 

   と多い 、 また 、 「 個性に応じた指導の評価 」 は 「 児 
  童の自己評価や相互評価を取り入れ、互いに認め合う  
  評価 」 と 「 一人一人の良さを認める評価内容 」 が多い 。  
   ②のウについて 、 「 指導方法 ・ 指導体制の改善 」 で 
  は 、 「 体験的な学習や問題解決的な学習等の指導計画 
  への位置づけ 」 が４ ８ ． ９％で 、次いで 、 「 個別指導 
  やグル－プ指導 」 ４ １ ． ５％と続 く 。 また 、文章回答 
  では、 「 習熟度別指導 」 や 「 校内外の意見を受けての 
  検証 ・ 改善 」 等の意見が見られた 。  
   ②のエについて 、 「 学習や学校生活状況を保護者に 
  知らせる条件整備 」 では、 「 学校だより 、お知らせ ・  
  学年や学級だより 」 が８ ２ ． １％と最も多い 。 また 、  
  文章回答では、 「 学校教育自己診断 」 「 学校評議員 」  
  「 Ｈ Ｐの活用 」 等の意見が出された 。  
  本校においては、様々な教育活動の自己評価 ・ 相互評 
 価を生かしながら 、 ３学期に総括委員会を計画的に位置 
 づけて 、個人総括アンケ－ト と校務組織の各部での総括 
 の内容を全体化し 、課題の共有化を図っている 。 また 、  
 改善点等については、次年度の教育方針書に明記し 、教 
 職員に共通理解を図っている 。  
  
        Ⅲ  ま  と  め 
 
１  子ども ・ 地域の実態を的確に把握し 、教育改革の動向 
 を見据え 、教育課題を論議する学校組織づ く り をする 。  
 (1) 学校規模や教職員の現状をふまえた組織づ く り をす 
  る 。  
 (2) 適切な情報を適宜提供し 、教職員の意識化を図る 。   
 (3) 教育活動を Ｐ Ｄ Ｃ Ａサイクルで評価し 、組織の活性 
  化を図る 。  
２  保護者 ・ 地域住民の意向を把握し 、開かれた学校づ く   
 り を進める 。  
 (1) 学校から情報発信すると と もに 、課題の共有化を図 
  り 、家庭 ・ 地域と連携する 。  
 (2) 学校協議会を通して 、教育課題を論議する 。  
 (3) 地域教育協議会に向けて 、近隣小中学校との連携を  
  図る 。  
３  学校の自己点検 ・ 自己評価の方策を考え 、外部評価を  
 得る機会をつ く る 。  
 (1) 教職員の 「 評価 ・ 育成システム 」 を通して 、適宜、  
  指導 ・ 助言する 。  
 (2) 学校協議会で評価のあり方を検討する 。  
  
 
 
 
 
 


